
「地域脱炭素・京都コンソーシアム」事務局
（京都府府民環境部脱炭素社会推進課）

2022年12月7日（水）9:30～11:30
（オンライン会議：Zoom）

「京都ゼロカーボン･フレームワーク」
の活用に向けて

資料５



サステナビリティ・リンク・ローンの特徴とメリット

サステナビリ
ティ経営の
高度化

社会的支持
の獲得

貸出条件等
のインセン
ティブ

資金調達基
盤の安定化

借り手
ESG金融とし
ての融資

利益と環境
保全の両立

借り手の企
業価値の維
持、向上

借り手とのエ
ンゲージメン
ト向上

貸し手

地球環境保全への貢献

預金者等への啓発

社会・経済問題改善への貢献

貸し手や借り手のメリットが環境保全等に寄与

• 借り手が野心的かつ事前に定められたSPTsを達成することを奨励するローン
• 事前に定められた重要業績評価指標（KPI）で測定されたSPTsによって評価
• グリーンローンと異なり調達資金の融資対象が特定のプロジェクトに限定されない

出典：グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン（2022年5月改訂）
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サステナビリティ・リンク・ローンの要件等

出典：グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン（2022年5月改訂）

• サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）として国際的に認められるための要件を環境省ガイドラインで明記
• 「環境改善効果、４要件の適合性、リスクの管理と対策」について、第三者認証･審査が必要

KPIの選定

•借り手のパフォーマン
スを貸付条件と連携

•借り手にとって経営に
関連し、重要であるべ
き

•測定又は定量化がで
きること

•適用範囲、算定手法
の明示、業界標準と
の比較

SPTsの設定

•野心的（それぞれの
KPIにおける改善、BAU
以上）

•借り手の最低３年間
の実績、同業他社、科
学的根拠等による比
較・分析

•適切性について外部
レビューを受けること
が望ましい

レポーティング

•外部機関によるSPTs
達成状況を年１回以
上報告

• SLLによる資金調達で
あることを示すため、
開示が必要

•開示は年次報告書や
CSR報告書、ウェブサ
イトに掲載など

外部機関による検証

•各KPI、SPTsのパフォー
マンスレベルについて、
外部機関の検証（年１
以上）が必要

•外部レビューとは異な
る

•検証結果は貸し手に
報告すべき（一般への
開示は望ましい）

国際資本市場協会（ICMA）のガイドラインで「〜べきである」とされる４つの要件
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KPIとSPTsについて

出典：グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン（2022年5月改訂）

• 重要業績評価指標（KPI）：目標達成を測定するための指標

• サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）：その指標において達成すべき水準

カテゴリー KPIの例 SPTsの例

エネルギー効率
• 年間省エネ量
• GHG年間削減量

• 取得したSBT認定の1.5℃目標に基
づき、自社のGHG排出量の削減

• 加盟したRE100の目標達成に向け

て、事業運営に必要なエネルギー
を全て再エネで賄う

• SBT認証の2℃目標に基づき、ス
コープ３のGHG排出量を削減

GHG排出量
• 資金調達者のCFP改善量又は率
• スコープ３排出量
• 低炭素設備への導入割合

再生可能
エネルギー

• 再エネ生産量又は使用量
• 再エネ生産量と総エネルギー量比率
• 再エネにより回避したGHG排出量

サーキュラー・
エコノミー

• 天然資源投入量の増減
• 廃棄物処理に係るリサイクル率
• 再生材や再生可能資源の使用

• SDGsの目標12（持続可能な消費・

生産）の実現に向け、廃棄物処理
量を削減
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京都ゼロカーボン･フレームワーク

＜取組のポイント＞

• 中小企業へのアプローチの方法として、地域金融機関が有する中小企業ネットワークに着目している

• 府条例に基づく「事業者排出量削減計画・報告・公表制度」を準用し、SLLに必要な第三者評価を京都府が担う

• これにより、中小企業が上記報告書等を府に提出すれば、第三者評価に要する費用負担なくSLLを組成できる

• 金融機関もSLLに関する進捗確認やレポーティング等が不要となり、府と共に顧客のエンゲージメント向上に注力

金融機関

府内企業

・金利優遇
・信用向上
・ＰＲ

認証機関

フレームワーク認証

第三者評価

フレームワーク活用

府内企業

金融機関 京都府

京都ゼロカーボンフレームワーク

報告書提出融資
（SLL）

報告書の評価・公表

個別契約

外部認証
※府が取得

• 京都府が目指す「2030年までに温室効果ガス排出量削減46％」の達成には、府内約11万事業所の脱炭素化の底上げが必要

• そのためには、中小企業がESG投融資に取り組める環境整備（簡易でメリットのある仕組み）が必要
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京都ゼロカーボン･フレームワーク

KPI（重要業績評価指標）
✓ GHG排出削減量及び削減率
✓ 原単位排出量削減率※
✓ 再エネ使用率※
※任意で追加できるもの

• ESG投融資の促進
• 顧客のサステナビリティ向上
• 顧客との関係性の深化

府内企業

（主に中小）

京都府

（市と連携）

金融機関

（府内のみ）

報告書等の提出

報告書等の確認・公開

融資
（サステナブルファイナンス）

フレームワーク利用者の
①CO2の見える化
②削減の進捗確認

• 省エネ設備更新
• 再エネ導入
• 調達要請への対応（SBT取得等）

SPTs（サステナビリティパフォーマンスターゲット）
✓ 京都府地球温暖化対策推進計画等と
整合するGHG排出量削減
（2030年までに2013年度比46％以上削減）

• 府内企業の排出量把握
• 省エネ診断、補助金
• サプライチェーン脱炭素化

• 京都府特定事業者制度を準用し、第三者認証取得に関する費用負担のないSLL組成のフレームワークを設置

• 金融機関と府内企業は同フレームワークを活用し、ESG投融資や脱炭素化の促進を図る
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フレームワーク活用に必要な手続きの流れ＜取組時＞

• SLLを組成したい事業者とフレームワーク活用の申請を行う「取組時」では、当該事業者への府への提出資料作成に係るサポート
が必要となる可能性が高い。

① 地域金融機関からフレームワークの参加表明を京都府へ提出

② 地域金融機関と中小事業者とのエンゲージメント、課題発掘

③ 事業者排出量削減計画書の提出

④ 事業者に対する指導助言、提出された計画書の精査及び確認、承認。京都府

地球温暖化対策条例等の目標に沿う「野心性」を確認、担保

⑤ 金融機関の確定、借入申込審査書類の提出、削減計画書を金融機関に対して

提出

⑥ 審査、ローン特性の決定（引き下げ幅等）、融資実行

⑦ フレームワークの活用について報告（事業者、期間、金額、ローン特性等）

（⑧） 京都府が予め策定した自己承認の要件を充足しているかどうかを、各
地域金融機関が確認の上、フレームワークを活用した融資であることを自己承
認する。）

京都府

事業者地域金融機関

③

②

④

（⑧）

⑥

➄

⑦

①

取組時
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フレームワーク活用に必要な手続きの流れ＜期中＞

• SLL組成後「期中」に当該事業者の計画進捗について、府が公表（共有）する報告書等を参照し、進捗が芳しくない場合は、府
から当該事業者への「指導助言」等も含め、改善策の検討支援が求められる。

①事業者排出量削減報告書の提出（対京都府、対地域金融機関）

②京都府が報告書を基に結果を一般に公表するとともに地域金融機関へ

通知

③京都府の公表を受けて、ローン特性に応じたインセンティブ付与

④削減計画比劣後している事業者に対しては、地域金融機関、京都府、

地域経済団体、外郭団体が連携しつつ脱炭素化支援の強化、エンゲー

ジメント

京都府

事業者地域金融機関

①

④

②

①

③ ④

期中
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「京都ゼロカーボン･フレームワーク」の制度設計（論点）について

項 目 論 点 現時点での案

■参加条件
①金融機関の参加要件

府内に本店を有する地域金融機関のうち京都府に参加表明を提出した機関
※ 広く中小企業への活用普及を図るため、将来的な要件緩和を予定

②融資対象となる企業要
件

府内に事業所を有する事業者（別途各金融機関による与信審査あり）

■ファイナンス条件
③ファイナンスの種類 サステナビリティ･リンク･ローン

④KPI/SPTの設定
KPI：事業活動に伴う年間CO2排出量の削減率（フロン等のその他ガスは含まない）
SPT：府条例に基づく削減率（原則）

⑤ベース金利・優遇金利の
設定

各金融機関と融資先企業において融資契約ごとに設定（SPT達成可否による優遇/ペナルティの種別の設定含む）

⑥融資金額の上下限 設定なし

■事務関係等 ⑦「取組時」の府への提出
書類

京都府地球温暖化対策条例「事業者排出量削減計画･報告･公表制度」に基づく計画書（第３号様式）及び排
出量算定シート（第４号様式）

⑧「期中」の府への提出書
類・提出時期

京都府地球温暖化対策条例「事業者排出量削減計画･報告･公表制度」に基づく報告書（第５号様式）及び排
出量算定シート（第４号様式）【提出時期：毎年７月まで】

⑨削減実績の公表 京都府HPにて公表予定

⑩審査に要する費用 無料

• フレームワークの制度設計に係る主な論点及び現時点での京都府案は以下のとおり。
• コンソーシアムの構成団体のご意見を踏まえ、2023年１月目途にJCRの認証を取得予定
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京都府事業者排出量削減計画・報告・公表制度

区 分 要 件 ※算定は省エネ法に準拠

大規模エネルギー使用事業者 事業活動に伴う電気やガスなどのエネルギー使用量が、原油に換算して年間1,500kl以上の事業者

大規模輸送事業者 トラック：100台以上、バス：100台以上、タクシー：150台以上を保有する運送事業者及び鉄道車両150両以上を保有する鉄道事業者

その他の温室効果ガス大規模排出事業者 エネルギー使用に伴うものを除き、温室効果ガス排出量のうちいずれかの物質の排出量が二酸化炭素に換算して年間3,000トン以上の事業者

（１）条例で定める計画期間での事業活動に伴う温室効果ガスの排出量、削減措置、削減目標等に関する削減計画書及び報告書の作成・提出
○３年間の削減計画に関する 事業者排出量削減計画書（計画書）

＜提出期限：９月末･･･３年に１度＞
○計画の実施状況を報告する事業者排出量削減報告書（報告書）

＜提出期限：７月末（毎年度）＞
（２）特定事業者は目標削減率を目安に削減取組を実施

第五計画期間：令和５～７年度

第一計画期間：平成23～25年度
第二計画期間：平成26～28年度
第三計画期間：平成29～令和元年度
第四計画期間：令和２～４年度

１．対象事業者

２．義務事項

削減計画書
作成・提出

特定事業者
対象要件
に該当

削減報告書
作成・提出（３年間）

削減計画書の
公表・評価

削減報告書の公表

計画期間終了後、総合評価
「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の５段階

Ｓ評価事業者を表彰

３．制度のフロー

＜過去の表彰式の様子＞
京都府環境部長から表彰状、記念品を贈呈
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• 第１～３計画期間では、全体で６～7割の事業者が目標削減率を達成（Ｒ５から目標が２倍となるので減少予想）

第１計画期間
(H23－25年)

事業者数 削減目標達成数 目標削減率
S評価 A評価 達成率

産業部門 115 13 62 75 65.2% ２％
業務部門 122 17 71 88 72.1% ３％
運輸部門 26 2 18 20 76.9% １％

合計 263 32 151 183 69.6%

第２計画期間
(H26－28年)

事業者数 削減目標達成数 目標削減率
S評価 A評価 達成率

産業部門 108 18 49 67 62.0% ２％
業務部門 117 28 55 83 70.9% ３％
運輸部門 27 3 18 21 77.8% １％

合計 252 49 122 171 67.9%

同制度の計画期間ごとの目標削減率の達成状況

第３計画期間
(H29－31年)

事業者数 削減目標達成数 目標削減率
S評価 A評価 達成率

産業部門 109 13 46 59 54.1% ２％
業務部門 109 23 44 67 61.5% ３％
運輸部門 23 4 14 18 78.3% １％

合計 241 40 104 144 60.0%
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目標削減率の変更

• 計画期間における温室効果ガス排出量の削減に関する目標として求める削減率（３年間の年平均）について、2030年度の府
域削減目標（2030年度までに2013年度比▲46%以上）の達成に向け、第５計画期間（Ｒ５）から２倍に引き上げ

評価の基準となる目標削減率

現 行 改正後

運輸部門 ３年間の年平均 １％ ３年間の年平均 ２％

産業部門 ３年間の年平均 ２％ ３年間の年平均 ４％

業務部門 ３年間の年平均 ３％ ３年間の年平均 ６％
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フレームワーク活用に必要な資料

• 京都府地球温暖化対策条例に基づく「事業者排出量削減計画･報告･公表制度」で求められる書類の一部を利用
• 条例で定められる目標削減率以上の「計画書（３年１計画期間）」を府に提出し、当該計画期間中は毎年報告書を提出
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計画書
（３号様式）

＜記載事項＞
✓ 基準年度排出量※
✓ 第１～３年度排出量（見込み）
✓ 原単位排出量
✓ ３年に１回の提出

※過去３年平均or前年の排出量

• 事業者は「業務」「産業」「運輸」
の部門に分類される

• 部門毎に定められる「目標削減
率」以上の計画を作成

排出量算定シート
（４号様式）

＜記載事項＞
✓ 電気使用量
✓ 電気の供給者
✓ ガソリン等燃料使用量
✓ 自家発電量（任意） ほか

• 様式入力でCO2排出量を自動
で簡単に算出

• 法律（省エネ法、温対法律）に
基づく算定方法で信頼性あり

報告書
（６号様式）

＜記載事項＞
✓ 基準年度排出量
✓ 年度ごとに
✓ 原単位排出量※
✓ 実施した取組の概要

※事業活動と関連する指標（生産量、床面積等）

当該計画期間は毎年提出し、削減
の進捗が芳しくない場合は、府から
指導･助言等の措置あり。

簡単に信頼性のある「見える化」を促進 指導助言等の措置の機会に同行し、
エンゲージメントを向上

目標削減率に資する計画を作成
（顧客とのエンゲージメント機会）



事業者排出量削減報告書等の作成の流れ（第４号様式①）

(5) ＜500kl未満事業所があり、エネルギー使用に伴う温室効果ガス排出がある場合＞J 500kl未満事業所小計
シートの「A 事業所等排出区分」の「実数値」、「電気事業者名」、「自家発電」の量等を記入

実数値を記入

J 500kl未満事業所小
計シートを選択

「A 事業所等排出区
分」

自家発電の量を記入

電力は欄外に記入（電
気事業者を選択の上、
実数値を記入）
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事業者排出量削減報告書等の作成の流れ（第４号様式②）

実数値を記入 電力は欄外に記入（電
気事業者を選択の上、
実数値を記入）

(6) ＜500kl未満事業所があり、運送事業者等である場合＞J 500kl未満事業所小計シートの「B 輸送車両排
出区分」の「実数値」、「電気事業者名」、「年度末使用車両数（台・両）」、「鉄道事業者の京都府内分
指標（営業キロ数）」等を記入

B 輸送車両排出区分

車両数、営業キロ数を
記入
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事業者排出量削減報告書等の作成の流れ（第６号様式①）

(3) 「主たる業種」に主な業種を記入
(4) 「細分類番号」に産業分類番号を記入
(5) 「事業者の区分」のうち、該当するものにチェック
(6) 「令和２年４月から令和５年３月」と記入

主たる業種を記入
細分類番号を入力（重点対策実施率算出
シートと同じ内容となっているか確認）

該当するものにチェッ
ク

第四計画期間の期間である「令和２
年４月から令和５年３月」とする

※ 事業者の区分は以下のとおり（複数のチェック可）
・ 第４号様式のA区分の重油換算数量の合計が1,500kl以上 → 第12条第１項第１号にチェック
・ 運送事業者等 → 第12条第１項第２号又は第３号にチェック
・ 第４号様式のC区分のいずれかの温室効果ガス排出量の合計が3,000トン以上 → 第12条第１項第４
号にチェック
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事業者排出量削減報告書等の作成の流れ（第６号様式②）

(7) 「基本方針」に方針を記入
(8) 「計画を推進するための体制」に体制を記入

基本方針を入力

計画を推進するための
体制を入力
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事業者排出量削減報告書等の作成の流れ（第６号様式③）

(9) 「温室効果ガスの排出の量」の「基準年度」の年度として、「評価の対象となる排出の量」に記入してい
る年度を選択（計画書に合わせる（原則、「(29～1)年度」））
※ 「(29～1）年度」以外を選択した場合は、「特記事項」にその年度を選択した理由を記入

(10)「温室効果ガスの排出の量」の「基準年度」の「事業活動に伴う排出の量」、「評価の対象となる排出の
量」に、計画書の数値を記入

(11)「温室効果ガスの排出の量」の「第２年度」の「事業活動に伴う排出の量」に、第４号様式の別紙の「合
計」の「二酸化炭素換算」の「合計」の値を入力

(12)「実績に対する自己評価」に自己評価を記入

原則、「(29～1)年度」を選択
（計画書に合わせる）

基準年度として「(29～1)」以外を選択した場合
は、その年度を選択したのか理由を記入

第４号様式の別紙の「合計」の「二酸化
炭素換算」の「合計」の値を記入

計画書の数値を記入

自己評価を記入
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事業者排出量削減報告書等の作成の流れ（第６号様式④）

(13)「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「事業区分」に「事務所」等、用途を記入（計画書に合わせ
る）

(14)「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「原単位の指標」に、原単位の指標としているものを記入
（計画書に合わせる）

(15) 「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「基準年度」となる年度を選択（計画書に合わせる（原則、
「(1)年度」を選択））

(16)欄外にある「原単位指標の数値」の「基準年度」及び「第１年度」に数値を記入（「基準年度」は計画書
に合わせる）

(17) 「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「実績に対する
自己評価」に自己評価を記入

事務所等、用途を記入
（計画書に合わせる）

自己評価を記入

原則、「(1)年度」を選択
（計画書に合わせる）

原単位の指標を記入
（計画書に合わせる）

欄外の基準年度及び第１年度の原
単位指標の数値を記入（基準年度
は計画書に合わせる）
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今後のスケジュール案

2022年

12月

2023年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

コンソーシアム

フレームワーク

個別支援

その他

第３年度
報告書提出

計画書提出

各金融機関 第1号案件組成

ＳＬＬの組成支援

第１回会合 第２回会合

適合承認→制度運用開始

第３回会合
（予定）

第４回会合
（予定）

金融機関
参加表明提出

環境省事業 参加調整（検討）

※簡易版を準用の場合は、計画書提出はいつでも可能
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（参考）環境省「グリーンファイナンスモデル事例創出事業」について① 21



（参考）環境省「グリーンファイナンスモデル事例創出事業」について② 22


